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[要要要要  約約約約] 

 

首都カブールを中心として、アフガニスタン女性の現状、暫定政権や各種援助機関の女

性支援に関する方針と具体的対策について調査し、今後のわが国の技術協力が女性支援を

進めていく方策について検討した。 

 

カブール市内では、女性の社会参加が急速に回復している印象がある。長期間国際社会

から隔絶されたような状態にあったにも関わらず、人材の資質は高く、復興開発に意欲的

に取り組んでいる様子が窺われる。大学にも女性の教員・学生たちが戻ってきている。暫

定政権は、女性の社会参画を積極的に進める方針である一方、直接目にはみえないがそれ

に反対する勢力も依然として強いようである。女性省は、実施機関を満足にもたず、関係

省庁間の調整機能も十分はたしていないようである。 

 

女性支援分野のニーズとしては、次のような事項があげられる。 

• 女性省の調整機能強化、各地の女性センター・ネットワークの構築。 

• 女性保健医療従事者の養成と再訓練、リプロダクティブ・ヘルス分野、とくに妊産婦死

亡を減少させるためのリファラル・システム構築 (施設整備・人材養成)。 

• 女性教員の養成と再訓練、女子校の施設整備、カリキュラム開発。 

• 農業・軽工業など、女性の職業訓練と収入創出活動の支援。 

• 女性の安全を確保するための治安確保と法体制の整備。 

 

支援を進めるにあたっての留意点・課題としては、以下の事項があげられる。 

• 緊急復興支援から持続可能な長期的開発にむけての全体的展望に沿った支援。 

• 政策の方向付けをする部分に関与。 

• 国際機関・政府機関・NGOなど、他機関との調整・役割分担や緊密な意見交換。 

• 治安等の状況が不安定であるため、リスクを覚悟し対応を準備。 
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• 一部に偏ることのない公平な支援。 

• 女性支援に、無用な反発をまねかないよう留意。 

• 具体的かつ実質的なプログラムによる、女性の社会参画推進。 

 

日本が支援する可能性がある分野の例をあげるとしたら、以下が考えられる。 

(1) 短期 

• 中央省庁 (女性省・保健省・教育省・労働社会省など) への専門家派遣。 

• 女性を受益者とする支援 (保健医療・教育分野などの女性人材再訓練、医療施設・女子

学校などの整備)。 

(2) 中長期 

• 復興開発に女性の参画を推進する支援 (保健医療・教育・職業訓練など指導的立場につ

く女性人材養成の場を形成)。 

• 地方展開 (女性センターなど、中央と地方のネットワーク形成)。 
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ⅠはじめにⅠはじめにⅠはじめにⅠはじめに 

 

アフガニスタンは、20 年以上にも及ぶ内戦により社会・経済基盤は破壊され、国際社会

からは隔絶されたような状態にあった。2001年 12月、暫定政権が設立され、国際的な復興

開発支援が開始された。我が国も、保健医療・教育・放送などを重点分野とし、各種スキ

ームによる支援を進めることとなり、特に、これまで社会参画の機会を与えられていなか

った女性を支援することに重点をおくこととした。内閣府男女共同参画局には、官房長官

の私的懇談会として、｢アフガニスタンの女性支援に関する懇談会｣が設置され、我が国の

支援に対する提言をまとめる作業が開始された。 

 

今回の派遣の主要目的は、我が国が今後さまざまな分野での技術協力を進めるにあたり、

アフガニスタン女性の復興開発過程への参画を推進する方策について提言することである。

すなわち、以下の具体的目的に沿って、別紙日程表に示したように調査を実施した。なお、

調査団には、他に、教育、保健医療、ジェンダー配慮等担当の団員が参加した。日程の都

合上、本報告書で不十分となった部分については、他団員の報告をあわせて参照されたい。 

 

(1) 首都カブールを中心として、アフガニスタン女性の現状を調査する。 

(2) 暫定政権各省庁の女性の参画に対する基本方針を確認する。 

(3) 各種復興開発事業や、主な国際機関や NGO など各援助機関の女性支援に関する現状を

調査し意見交換する。 

(4) 女性省に対する具体的支援の方策を検討する。 

(5) 保健医療・教育など各分野の技術協力に際し、女性が受益者・参画者として効果的に取

り込まれる方策を検討する。 

 

 

Ⅱアフガニスタンの現状Ⅱアフガニスタンの現状Ⅱアフガニスタンの現状Ⅱアフガニスタンの現状 

 

1. カブール市内の状況 

 

カブール市内には、場所によって破壊されたままの建物が多く残っているものの、中心

地域には、人・自転車・タクシーなどがあふれ、日毎に混雑の度を増している様子である。

男性たちに混じって多くの女性たちが雑踏を歩き、乗合タクシーや自転車の後部に乗る女

性の姿もしばしば見られる。その女性たちは多くの場合ブルカと呼ばれる顔と身体を隠す

長外套をまとってはいるが、建物や敷地の中ではブルカを脱ぐか上にあげるかして顔をみ

せており、家族以外の男性がいてもとくに顔を隠そうとはしない。パキスタンやイエメン

などと比較して、女性を隔離する傾向は弱く、セキュリティ上の理由で、当面、屋外では
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ブルカをまとっているだけという感がある。 

 

しかし、本格的な民間投資がない現状では、職のない人々は多く、住居を失い空家を占

拠したりしている家族も多いようである。夫のいない世帯をはじめ、食料支援を受けてい

る女性も多いらしい。女性や子どもの物乞いも少なくない。学校に通う女子の姿も多くみ

られる一方、貧しい家庭では、まだ多くの子どもたちが学校に行っておらず、水汲みや新

聞売りなど働く子どもの姿が多く見られる。周辺農村部でも、男子たちが学校に通い始め

たのに比し、学校に行っていない女子は少なくないようである。 

 

2. 保健医療・教育の現場 

 

カブール市内の病院・診療所では、施設・設備がきわめて劣悪な状況にあるにもかかわ

らず、熱心に診療活動に励む医師らの姿がみられた。診療所には、NGO などから薬剤や施

設補修などの支援を受けているものもあるが、病院に対する本格的支援はまだなされてい

ない。医師たちの多くはカブール医科大学など国内のみで教育されているが、一定の医療

水準は保たれており、診療記録などもよくとられている。数 10年前に製造された医療機材

等を、維持管理しながら使用している様子からも、能力の高さが窺われる。 

  

ほとんどの施設に、医師・看護職などの女性の医療従事者が勤務している。産婦人科以

外の病院においては、男性医師が女性を診療することが普通に行われており、男性訪問者

の女性病室への立ち入りもとくに制限されていない。しかし、産科婦人科病院 (マラライ病

院) では、男性医師 2名を除き、院長はじめ医師・看護職など医療従事者はみな女性である。

男性家族は病院の外で待ち、男性訪問者は、手術室・分娩室・病室等にはいることを許さ

れなかった。 

 

カブール大学・カブール医科大学では、施設が破壊され機材のほとんどが失われたのに

もかかわらず教育が続けられている。タリバン政権下で自宅待機を余儀なくされた、女性

の教職員や学生たちが復帰しており、男女共学で、女性教員が男性学生を指導しているこ

ともある。医学部・薬学部等では、実験機材などがないために講義中心とならざるを得な

いのにもかかわらず、教職員も学生も高いモラルを保持している。教員は英語もでき、自

分で教科書を作成して指導するなど、潜在能力は高いと考えられる。 

 

 医療技術専門学校は、英国の援助で施設補修が進行中であるが、機材はほとんどない。

助産婦養成コースには、さまざまな年齢の女性が入学してきている。歯科衛生士など、女

性の学生数が少ないコースでは男女共学だが、放射線技師など女性の学生数が比較的多い

コースでは、男女別学になっている。専門学校には、中学卒業レベルから入学できるため、
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年齢が若すぎることが別学の理由とのことであった。なお、一般に小・中・高等学校は、

男女別学で、大学から共学になる。 

 

 労働社会省の管轄下に 3 ヵ月から 5 歳までの乳幼児を対象とした保育園がある。おそら

く、社会主義時代に整備された制度とみられるが、閉鎖された保育園もあり、施設も荒廃

したままにある。職員は女性のみだが、保育士の資格制度がなく指導内容のレベルは低い。 

 

 

Ⅲ女性支援に関する取り組みⅢ女性支援に関する取り組みⅢ女性支援に関する取り組みⅢ女性支援に関する取り組み 

 

1. アフガニスタン暫定政権 

 

暫定政権各省庁の、大臣・次官らと面談した際に、女性支援の取り組みについての意見

を求めた。｢女性と男性は両方の翼のようなものでいずれか一方では羽ばたくことができな

い、今ようやく強い方の翼が戻ってきた (計画省次官)｣、｢女性が復興に重要な役割を果た

すことはすべての閣僚が支持している、復興省職員の 3分の 1は女性である (復興省次官)｣、

｢政権ができて間がないためまだ十分ではないが、今後は警察学校に女性を入学させたい 

(内務大臣)｣など、いずれの省庁でも、女性の復興開発過程への参画を支援する発言が得ら

れた。援助調整担当官は、女性の職業訓練や、女性が従事する産業 (手工業・食品加工業な

ど) の市場開拓など、収入創出と経済的自立をはかる方策が重要と述べた。なお、閣僚のう

ち、保健省・女性省の大臣は女性である。 

 

 女性省は、暫定政権発足後 2 ヵ月以上経ってようやく固有の建物を持つことができ、米

国などの援助で建物の補修や職員の能力強化が始まったばかりである。実行機関を満足に

もたないため、山積みの課題の中で身動きが取れない状態にあるように見られる。他の省

庁と異なり敷地内にはいるのに身分証明が必要で、セキュリティに気を使っている。おそ

らく、建て前とは異なり、女性省に対する反対勢力も強いと考えられる。大臣も、現在は、

幅広い支持を確立することが最優先課題と述べている。離婚を希望する女性たちが相談に

くるが、離婚を推進する省と見られては困るので、対応に困っているとのことであった。 

 

2. 援助機関の取り組み 

 

国際機関・NGO などは、暫定政権設立以前から、社会的弱者の立場にあった女性の支援

を重視してきたが、復興開発支援が開始して、いっそう女性の社会参画を支援する動きが

強まっている。各援助機関は保健医療・教育など、さまざまな分野において女性を対象と

したプログラムを実施している。たとえば、国際機関の活動としては、国連開発計画 (UNDP)
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による女子小学校再建、ユニセフの女子初等教育推進と安全な妊娠出産プログラム、UNFPA

によるリプロダクティブ・ヘルス分野の NGO 支援などがあげられる。NGO の活動として

は、OXFAM による家庭学校・家畜飼育などを組み合わせた包括的農村開発プログラム、

CARE によるカブール市内の未亡人に対する食料支援、RAWA による女性の識字・職業訓

練・養鶏などによる収入創出などがあげられる。 

 

 

Ⅳ女性支援分野のニーズⅣ女性支援分野のニーズⅣ女性支援分野のニーズⅣ女性支援分野のニーズ 

 

1. 女性省 

 

女性省には、すでに欧米機関からアドバイザーなどがはいっており、建物の整備も進ん

でいる。女性省側は、職業訓練校など実際の事業を実施する施設の整備などを望んでいる。

しかし、女性省が、本来は、他省庁管轄下の実施機関にはたらきかけて女性支援に関する

調整機能を果たすべき省であることを考慮すると、必ずしも女性省内に自己完結的な実施

機関を設置することが適切とはいえない。女性省は、暫定政権内で微妙な立場にあり他省

庁から浮き上がった存在のようであり、他省庁との調整機能を強化することが重要である。

また、政策策定者のみならず人々の幅広い支持を獲得して、意識改革に努めることが大切

である。将来的には、中央と各地方に女性支援センターのネットワークを築いていくこと

が必要であろう。 

 

2. 保健医療 

 

 保健医療分野の女性の専門職を育成して、受益者としてのみならず、健康を守る主体と

して女性が参画していけるようにする。すでに存在している保健医療従事者には再訓練を

して、一定水準にまでレベルアップをはかる必要がある。また、不足している助産婦や女

性看護職などは、中央ばかりでなく地方でも養成していくことが重要である。あわせて、

女性保健医療従事者が働きやすい環境を整えていくことが重要である。  

 

 リプロダクティブ・ヘルス分野では、まず、妊産婦死亡を減少させることが最優先課題

である。現状では、大多数の女性が適切な介助をうけることなく自宅で出産している。産

科のトップリファラルであるはずのマラライ病院でさえ、最低限の設備・機材がない。女

性医療従事者の技術訓練、プライマリ・ヘルス・ケア (PHC) レベルでの妊婦検診・栄養指

導などの強化、各地域の二次レべル病院の施設整備と機能強化、リファラル・システムの

形成、健康教育などが必要である。中央では、マラライ病院の整備を進めて、技術訓練の

場として確立していくことが望まれる。 
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 家族計画に対する、女性の潜在的ニーズはきわめて高いのであるが、これまでは十分に

サービスが供給されてこなかった。男性や政策策定者なども含めて、家族計画は女性と子

どもの健康を守ることにつながり、文化・モラルに反していないことを、広報周知してい

くとともに、PHC レベルでサービス供給を進めていくことが必要である。民間の薬局など

も、サービス供給者として活用していくとよいであろう。 

 

 リプロダクティブ・ヘルス分野には、性感染症・HIV/AIDS、思春期保健、女性に対する

暴力なども含まれる。これらの課題については、まだ実態も十分明らかにはなっておらず、

実態調査をし、適切に介入していくことが、将来的には必要である。しかし、これらは文

化・社会的に微妙な課題であり抵抗感も根強い。その一方、世界的にみても妊産婦死亡率

がきわめて高いため、これを減少させることが最優先課題と考えられる。したがって、こ

れらの課題に本格的に取り組むのは、もう少し時期を待った方がよいであろう。当面は、

小規模な調査や、PHCサービス内に組み込む形でのアプローチが考えられる。 

 

 紛争が続いたことなどにより、女性の精神保健、身体障害者についての対応が重要課題

となっている。コミュニティでのカウンセリング・サービスなど、地域に密着した形での

対策形成が必要である。 

 

3. 教育・情報文化 

 

教育分野では、女性の教員を育成するなど、受益者としてのみならず、教育や情報文化

活動に携わる主体として女性が参画していけるようにする。すでに存在している教員らに

は再訓練をして、一定水準にまでレベルアップをはかる必要があるし、保育士などの資格

制度を確立する必要がある。また、中央ばかりでなく地方でも教員を養成していくことが

重要である。あわせて、女性教員らが働きやすい環境を整えていくことが重要である。  

 

学校、とくに女子小・中・高等学校の施設整備を進め、女子が通学しやすい環境を整え

て就学を推進する。食事を与えるなど、通学するモチベーションを高める工夫をする。応

急手段として、就学しにくい環境にある女子のための家庭学校なども当面は推進するが、

将来的には、教育内容が男女で異なることにないように、公的教育をすすめ、カリキュラ

ムを作成する。教育内容については、実験・実習をとりいれて理科系教育を充実させるほ

か、社会で即役立つ職業教育なども進めるべきである。 

 

女性ジャーナリストや女性技術者を養成して、マスメディア分野での女性の参画を進め

る。また、放送番組などを通じて、女性の社会参画に対する広報活動を進めていく。女性
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が積極的役割をはたしているドラマなどを放映することも考えられる。 

 

4. 農業・軽工業・収入創出・職業訓練 

 

農業・畜産や、食品加工・繊維・手工業などの分野には、従来から女性が重要な労働力

となっていた。これらを、収入創出に結びつけられるように、技術指導、資本援助、流通・

市場の整備が必要である。労働に見合った収入を得られるよう、女性の交渉能力向上支援

と法制度の整備も必要となる。農業は、現金収入となるばかりでなく、家庭菜園のような

自家消費用農業を振興することにより、栄養改善が期待できる。 

 

これらの伝統的に女性が携わっていた産業のみならず、たとえば都市部では、語学教育・

コンピューター技術訓練などを行って、新しい職場での女性の就業機会を増やす努力も必

要である。 

 

5. 法的枠組み・治安 

 

治安を確保することは、復興開発の基本条件である。とくに女性が暴力をうけたりする

ことへの対応には、女性警察官を養成していくことや、女性が公平に対応されるような法

的枠組みを確立することが重要である。 

 

 

Ⅴ日本の援助への提言Ⅴ日本の援助への提言Ⅴ日本の援助への提言Ⅴ日本の援助への提言 

 

1. 留意点 

 

• 緊急復興支援から持続可能な長期的開発にむけての全体的展望に沿った支援をしてい

くことが重要である。 

• 国際機関・政府機関・NGOなど、多数の援助が競っている状況にあるため、日本の ODA

にふさわしい有効な支援を選択し、迅速に進める必要がある。他機関との調整・役割分

担や緊密な意見交換、広報活動も重要である。 

• 治安状況をはじめ、政治・社会状況が、依然として不安定であるため、専門家チームの

派遣やある程度の規模の投資には、リスクを覚悟し対応を準備しておく必要がある。 

• いろいろなグループの勢力が混在しているので、一部に偏ることのないように、公平な

支援をするべきである。地方への裨益に配慮する必要がある。 

• 女性を支援していくことが、必ずしもあらゆる階層の人々から全面的に支持されている

とは限らず、無用な反発をまねかないよう慎重に進めるべきである。 
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• 抽象的なアドボカシーのみにならないよう、具体的かつ実質的なプログラムを進める中

で、女性の社会参画を形あるものにしていくことが望ましいと考えられる。 

 

2. 可能性のある分野 

 

(1) 短期 

• 中央省庁への専門家派遣 

¾ 女性省に政策助言、関係機関との調整、日本の援助分野の検討などにあたる短期

専門家を派遣。 

¾ 保健省、教育省、労働社会省など、女性支援にかかわりの深い省庁に、政策助言、

関係機関との調整、日本の援助に適した具体的プログラム形成などにあたる専門

家を派遣。 

• 女性を受益者とする支援 

¾ 保健医療・教育などの分野での、女性研修生の受け入れ。 

¾ 現在働いている女性医療従事者・女性教員などの再訓練 (専門家派遣または研修)。 

¾ 女性が診療をうける病院・診療所や女子学校などに対する最低限必要な施設・機

材の整備と技術指導。 

 

(2) 中長期 

• 復興開発に女性の参画を推進する支援 

¾ 首都の産婦人科病院などを、女性医療従事者の指導にあたる人材の研修の場とし

て整備、技術面でも協力。 

¾ 女性教員の指導者研修と、カリキュラム開発。 

¾ 女性の職業訓練のための技術指導 (専門家派遣または研修)。 

• 地方展開 

¾ 女性省・保健省・教育省・労働社会省など、中央省庁と各地域との間を調整して

助言する長期専門家の派遣。 

¾ 各地に女性センターのネットワーク構築、保健医療・教育・職業訓練・起業等の

足がかりとなる場として整備、技術協力。 

¾ リプロダクティブ・ヘルス・サービスに関するリファラル・ネットワークの構築。 

¾ 農村開発の一環としての女性支援活動。 

 

3. 今後の課題 

 

• 政策の方向付けをする部分に関与することにより、日本のプレゼンスを示すことができ

ると考えられる。政策に対しても積極的助言が望まれる。 
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• 他の国際機関・政府系機関・NGO などと調整し、意見交換を緊密にして役割分担や連

携を進めるべきである。日本の ODA は、まとまった投資ができるので、全体的なシス

テム形成に役立つ方向に振り向ける方がよい。地域に密着した即効的なプログラムにつ

いては、むしろ草の根無償などを活用して NGOを支援していくべきであろう。 

• 治安の確保、法制度整備、民間投資の促進と市場調査に基づいた女性の職業訓練や起業

支援などは、日本の ODA ではまだあまり経験がないため、慎重に、対応の可能性につ

いて検討するべきであろう。 
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日日日日        程程程程 

 

4月 6日(土)  11:00 成田発、JL717便、15:15 バンコク着。19:15 バンコク発、TG501便、

22:15 カラチ着。  

4月 7日(日)  7:00 カラチ発、PK300便、8:55 イスラマバード着。16:00イスラマバード発、

国連機、15:30 カブール着。  

4月 8日(月)  8:00 駒野臨時代理大使。9:00 復興省次官。11:00 計画省次官。15:30 教育省

大臣。16:30 ラジオ・テレビ・アフガニスタン。17:30 家庭訪問。18:30 駒

野臨時代理大使との夕食会。 

4月 9日(火) 8:30 保健医療調査打ち合せ。10:30 国立結核センター跡視察。15:00 家庭訪

問。16:00 WHO代表。17:30 ピース・ウインズ・ジャパン。 

4月 10日(水) 10:00 安藤中東局長。11:00 女性省大臣。12:00 労働社会省大臣。14:00 保健

省大臣。15:30 結核センター。16:00 眼科病院。16:30 神経・リハビリ病院。

17:00 耳鼻科病院。  

4月 11日(木)  9:00 カブール大学。図書館。薬学部。11:00 ジャモルミナ診療所。家庭訪問。

14:30 医療技術専門学校。16:00 ワジルアクバルハーン病院。 

4月 12日(金)  10:00 ユニセフ教育担当官。12:30 援助調整担当官。14:00 結核センターに

関する緊急開発調査団・大使館との合同協議。18:00 団内協議。 

4月 13日(土)  9:00 カブール医科大学。10:30 UNDPプロジェクト視察 (街路整備植樹・女

子小学校再建)。15:00 保健省次官。16:00 OXFAM。17:00 内務省大臣。  

4月 14日(日)  8:30 マラライ病院。11:30 医療技術専門学校。13:00 UNFPA。18:30 WHO結

核担当官との打合せ。 

4月 15日(月)  8:30 ペシャワール会診療所。8:45 第 3ミクラエン診療所。10:00 EPI開始式

典。15:00 軽工業省。16:00 ILO。 

4月 16日(火)  8:30 教育省。10:00 RAWAプロジェクト見学 (養鶏・乳牛・縫製・識字)。16:00 

CARE。 

4月 17日(水)  9:00 労働社会省・第 3保育園。18:30 駒野臨時代理大使報告。  

4月 18日(木)  国王帰国に伴い交通制限・国連機午前便キャンセル。15:00 カブール発、国

連機、15:30 イスラマバード着。22:35 イスラマバード発、PK852便、 

4月 19日(金)  12:40成田着。 

 

 


